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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　１対の脚を有する前フレームと、
　１対の脚を有する後フレームと、
　前記前フレームから前記後フレームに延びるベッド床フレームと、
　前記前フレームおよび前記後フレームのいずれか一方に沿って立ち上がって折り畳む状
態と、水平方向に延在する展開状態とを有し、前記展開状態で乳児を寝かせておむつを替
えるための収納式おむつ替え台とを備え、
　前記収納式おむつ替え台は、
　その上に乳児を寝かせておむつを替えるための作業台と、
　前記前フレームおよび前記後フレームのいずれか一方に固定され、前記作業台を立ち上
がって折り畳んだ状態で収納するための収納ボックスと、
　前記作業台を前記収納ボックスから展開したとき、該作業台を水平状態に支持するため
の支え部材とを含み、
　前記収納ボックスは前記作業台を前記折り畳んだ状態から前記展開状態にするために、
該作業台の下部を上下方向に移動可能にガイドするためのガイド部を含み、前記作業台の
両側面は前記ガイド部によってガイドされる被ガイド部を含み、前記支え部材の下端は前
記収納ボックスの下端に回動可能に結合されていて、その上端は前記作業台の裏面に回動
可能に結合されていることを特徴とする、ベビーベッド。
【請求項２】
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　前記ガイド部は前記収納ボックスの両側壁内面に上下方向に延びるように形成される長
穴を含み、
　前記被ガイド部は前記作業台の両側面に形成され、前記長穴に沿って摺動するピン部材
を含むことを特徴とする、請求項１に記載のベビーベッド。
【請求項３】
　前記長穴の下端は前記作業台が立ち上がって折り畳んだとき前記ピン部材が当接する位
置であり、前記長穴の上端は前記作業台が水平に展開したとき前記ピン部材が当接する位
置であることを特徴とする、請求項２に記載のベビーベッド。
【請求項４】
　前記作業台の裏面には前記支え部材を受け入れる受け入れ凹部が形成されていて、
　前記受け入れ凹部の上端には前記支え部材の上部を回動可能に支持するピン部材が設け
られることを特徴とする、請求項１に記載のベビーベッド。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
この発明はベビーベッドに関し、特に、折り畳み自在なおむつ替え台を備えたベビーベッ
ドに関する。
【０００２】
【従来の技術】
乳児は誕生してからほぼ１歳を経過するまでベビーベッドに寝かされる。ベビーベッド上
でおむつを交換すると汚れる恐れがあるため、畳あるいは絨毯上にビニールシートなどを
敷き、その上でおむつを交換している。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、従来の方法ではおむつ交換の度に膝まづく必要があるため、母親の腰にか
かる負担が大きいという問題がある。また、おむつ交換のための専用の台などを設置する
と、場所を取り部屋を狭くしてしまう。
【０００４】
それゆえに、この発明の主たる目的は、常時は収納しておき、必要に応じて展開して大人
が立った状態でおむつの交換が可能な収納式おむつ替え台を備えたベビーベッドを提供す
ることである。
【０００５】
【課題を解決するための手段】
　この発明は、１対の脚を有する前フレームと、１対の脚を有する後フレームと、前フレ
ームから後フレームに延びるベッド床フレームと、前フレームおよび後フレームのいずれ
か一方に沿って立ち上がって折り畳む状態と、水平方向に延在する展開状態とを有し、展
開状態で乳児を寝かせておむつを替えるための収納式おむつ替え台とを備える。
【０００６】
また、収納式おむつ替え台は、その上に乳児を寝かせておむつを替えるための作業台と、
前フレームおよび後フレームのいずれか一方に固定され、作業台を立ち上がって折り畳ん
だ状態で収納するための収納ボックスと、作業台を収納ボックスから展開したとき、該作
業台を水平状態に支持するための支え部材とを含む。
【０００７】
　また、収納ボックスは作業台を折り畳んだ状態から展開状態にするために、該作業台の
下部を上下方向に移動可能にガイドするためのガイド部を含み、作業台の両側面はガイド
部によってガイドされる被ガイド部を含み、支え部材の下端は収納ボックスの下端に回動
可能に結合されていて、その上端は作業台の裏面に回動可能に結合されていることを特徴
とする。
【０００８】
さらに、ガイド部は収納ボックスの両側壁内面に上下方向に延びるように形成される長穴
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を含み、被ガイド部は作業台の両側面に形成され、長穴に沿って摺動するピン部材を含む
ことを特徴とする。
【０００９】
さらに、長穴の下端は作業台が立ち上がって折り畳んだときピン部材が当接する位置であ
り、長穴の上端は作業台が水平に展開したときピン部材が当接する位置であることを特徴
とする。
【００１０】
さらに、作業台の裏面には支え部材を受け入れる受け入れ凹部が形成されていて、受け入
れ凹部の上端には支え部材の上部を回動可能に支持するピン部材が設けられることを特徴
とする。
【００１１】
【発明の実施の形態】
図１はこの発明の一実施形態のおむつ替え台を収納したときのベビーベッドを示す外観斜
視図であり、図２はおむつ替え台を展開したときのベビーベッドを示す外観斜視図である
。
【００１２】
まず、図１および図２を参照してこの発明の一実施形態の概要について説明する。ベビー
ベッド１は前フレーム２と、後フレーム３と、１対の側面フレーム４，５と、マット６と
、収納式おむつ替え台７とを含む。前フレーム２および後フレーム３はそれぞれの上部が
円弧状に形成されており、それぞれ１対の脚２１，２２，３１，３２を含む。１対の側面
フレーム４，５は、それぞれが長方形の枠部材４１，５１を含んでおり、乳児が寝返りを
したときに落下するのを防止する。また、側面フレーム４，５は幼児を寝かしつけたり、
抱き上げたりするのが容易なように前フレーム２および後フレーム３に対して上方向に引
き抜き可能に、または上下方向に高さ調節可能にされている。このため、前フレーム２お
よび後フレーム３と、側面フレーム４，５との当接面には図示しないが互いに嵌合する凸
部と凹部とが形成されている。また、側面フレーム４，５の枠部材４１，５１には前後に
３本ずつ縦棒４２，５２が上下方向に取り付けられており、中央部分には檻のイメージを
避けるため、透明樹脂板４３，５３が嵌め込まれている。
【００１３】
収納式おむつ替え台７は図２に示すように後フレーム３に固定されていて、収納ボックス
７１と、作業台７２と、支え部材７３とを含む。作業台７２は通常は図１に示すように収
納ボックス７１に折り畳まれており、おむつ交換時には図２に示すように展開されて支え
部材７３により水平状態に支持され、その上に乳児が寝かされる。作業台７２は母親が立
った自然な状態でおむつが交換可能なように有効な高さで水平状態が保たれる。これによ
り、母親の腰への負担を軽減できる。また、おむつ交換を終えると作業台７２を収納ボッ
クス７１に収納できるので邪魔になることがなく室内を狭くすることがない。
【００１４】
図３は収納式むおつ替え台７側から見たベビーベッドの側面図であり、図４は収納ボック
ス７１の外観斜視図であり、図５は作業台７２の外観斜視図である。
【００１５】
図４に示すように、収納ボックス７１は上部と前面側が開口されており、前フレーム２ま
たは後フレーム３に取り付けられる。収納ボックス７１の両側壁７１１の内側にはガイド
部となる有底の長穴７１２が上下方向に延びるように形成されている。収納ボックス７１
の上部には作業台７２を収納したとき作業台７２が不用意に開かないように吸引するため
のマグネット７１３が取り付けられている。
【００１６】
作業台７２は比較的厚みのある板部材で形成されており、上側の作業面にはクッション部
材が貼り付けられている。作業台７２の両側面の下部には被ガイド部としてのピン部材７
２１が図示しないばねにより外側に突出するように設けられている。このピン部材７２１
は収納ボックス７１に形成した長穴７１２に嵌合し、作業台７２を収納ボックス７１に収
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納した状態から展開した状態に至るときに長穴７１２内を摺動して作業台７２の一端側を
支持する。長穴７１２の下端は作業台７２が立ち上がって折り畳んだときピン部材７２１
が当接する位置であり、長穴７１２の上端は作業台７２が水平に展開したときピン部材７
１２が当接する位置に選ばれている。
【００１７】
作業台７２の下面には支え部材７３を受け入れるための受け入れ凹部７２２が形成されて
おり、この受け入れ凹部７２２の側面上部には支え部材７３の上部を回動可能に保持する
ためのピン部材７２３が取り付けられている。また、支え部材７３の下部は蝶番７２４に
よって収納ボックス７１の前面側下部に取り付けられる。
【００１８】
図６ないし図８は作業台を収納状態から展開するまでの動きを示す図である。まず、図６
に示すように作業台７２を収納ボックス７１に収納した状態では、作業台７２が後フレー
ム３に沿って立ち上がって折り畳まれた状態にあり、作業台７２の下部に設けられている
ピン部材７２１は収納ボックス７１の長穴７１２の最下部に位置している。また、支え部
材７３も作業台７３に対して平行に立ち上がった状態で位置している。
【００１９】
作業台７２を展開するときは、作業台７２の上部を手前側に引くと、図７に示すように下
部の蝶番７２４を支点として支え部材７３が時計方向に回動し、その回動に伴って作業台
７２の下部のピン部材７２１が収納ボックス７１の長穴７１２に沿って上昇する。作業台
７２をさらに手前側に引くとピン部材７２１が長穴７１２の最上部に位置し、作業台７２
が図８に示すように水平な展開状態になる。
【００２０】
作業台７２を収納ボックス７１に収納するときは、展開時と逆に作業台７２の端部を手で
持ち上げて、図８から図７の状態にし、さらに作業台７２を収納ボックス７１に押し込め
ば図６に示すように笑納状態にすることができる。
【００２１】
図面を参照してこの発明の一実施形態を説明したが、本発明は、図示した実施形態に限定
されるものではない。本発明と同一の範囲内において、または均等の範囲内において、図
示した実施形態に対して種々の変更を加えることが可能である。
【発明の効果】
以上のように、この発明によれば、ベビーベッドの前フレームおよび後フレームのいずれ
か一方に沿って立ち上がって折り畳む状態と、水平方向に延在する展開状態とを有し、展
開状態で乳児を寝かせておむつを替えるための収納式おむつ替え台を設けるようにしたの
で、母親が立った自然な状態でおむつを交換することができ、母親の腰への負担を軽減で
きる。しかも、おむつの交換を終えると作業台を立ち上がって折り畳んだ状態にすること
ができるため、設置場所がとられることがないので室内を狭くすることがない。
【図面の簡単な説明】
【図１】　この発明の一実施形態のおむつ替え台を収納したときのベビーベッドを示す外
観斜視図である。
【図２】　おむつ替え台を展開したときのベビーベッドを示す外観斜視図である。
【図３】　収納式むおつ替え台側から見たベビーベッドの側面図である。
【図４】　収納ボックスの外観斜視図である。
【図５】　作業台の外観斜視図である。
【図６】　作業台の収納状態を示す作用図である。
【図７】　作業台を収納状態から展開する状態を示す作用図である。
【図８】　作業台を展開した状態を示す図である。
【符号の説明】
１　ベビーベッド、２　前フレーム、３　後フレーム、４、５　側面フレーム、６　マッ
ト、７　収納式おむつ替え台、２１，２２，３１，３２　脚、４１，５１　枠部材、４２
，５２　縦棒、４３，５３　透明樹脂版、７１　収納ボックス、７２　作業台、７３　支
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え部材、７１１　側壁、７１２　長穴、７１３　マグネット、７２１，７２３　ピン部材
、７２２　受け入れ凹部、７２４　蝶番。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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